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施策別　行政サービス成果表

03 生きがい

07 学ぶ

39
市民の学びを
通して地域社
会を支えます

定義 方向性 

教育推進部社会教育課

定義 方向性 

教育推進部社会教育課

定義 方向性 

教育推進部川西公民館

【事業・コスト一覧】

合　計

政策

コスト
合計

597,201千円 500,530千円 503,794千円 1,601,525千円
施策

視点 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

事業名
Ｒ２年度

担当課
事業費 職員人件費 減価償却費 合計

生涯学習短期大学運営事業 539千円 13,403千円 0千円 13,942千円

生涯学習推進事業 978千円 9,168千円 0千円 10,146千円

教育推進部 社会教育課

社会教育課教育推進部

公民館運営事業 55,538千円 171,919千円 41,891千円 269,348千円

高齢者大学開設事業 599千円 8,215千円 0千円 8,814千円

教育推進部 川西公民館

社会教育課教育推進部

図書館施設維持管理事業 42,344千円 0千円 0千円 42,344千円 教育推進部

川西公民館

図書館運営事業 43,391千円 92,205千円 11,141千円 146,737千円 教育推進部 中央図書館

公民館維持管理事業 12,463千円 0千円 0千円 12,463千円 教育推進部

中央図書館

【施策評価指標】

評価指標 傾向

1

過去１年間に継続し
て生涯学習に取り組
んだ市民の割合

市民実感調査より

実績値
の分析

・前年度から微増しており、新たに生涯学習に取り
組む市民が増えたと考えられる。

目標達成
に向けた
今後の課題

・３０～４０代（子育て世帯、社会人層）での割合が
低い。それらの層にとって魅力的な講座の実施、積
極的な情報発信に努める。

担当課

評価指標 傾向

2

「生涯学習の条件が
整備されている」と思
う市民の割合

市民実感調査より

実績値
の分析

・前年度まで増加傾向にあったが、微減した。新型
コロナウイルス感染症拡大に伴い、社会教育施設
において各種の学習機会の提供が減少したことが
原因だと考えられる。

目標達成
に向けた
今後の課題

・質問に対し「わからない」との回答も６割ほどあり、
学習機会の充実と、積極的な情報発信に努める。
・社会教育施設の適正な維持管理に努める。

担当課

評価指標 傾向

3
公民館講座満足度

講座受講者アンケートより

実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響で調査等を未
実施のため分析不可。

目標達成
に向けた
今後の課題

・受講者のアンケートや利用者の意見などを参考
に、市民のニーズに合致したり、時代に即した講座
の企画・実施を行っていく。

担当課
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（２）Ｒ２年度の取組と成果

５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・ ・新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、本
制度の安定的な維持継続を基本としながら、子育て
世帯の経済的負担の軽減を図る必要がある。

令和３年７月から、通院医療費の無料化を小学4年生から中
学３年生まで拡大する。

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

<細事業2> こども医療扶助事業 細事業事業費（千円）

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
乳幼児等は、成人に比べて医療機関等の受診率が高いため、
本事業は疾病の早期診断、早期治療等に寄与した。

令和２年度は前年度と同じ助成内容で事業を実施したが、新
型コロナウイルス感染症の影響もあり医療費は大きく減少し
た。

70,532
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

① 小学４年生から中学３年生までの児童、生徒への医療費助成（県制度分）･･･34,735千円
② 小学４年生から中学３年生までの児童、生徒への医療費助成（市単独分）･･･35,797千円
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（単位:千円）

（２）Ｒ２年度の取組と成果

<細事業１> 妊娠・出産・子育て支援事業 細事業事業費（千円） 49,772
（１）参画と協働の主な手法（実績） 団体等への委託

主
な
取
組

①子育てに不安などがある家庭への支援プランの作成及び産後ケア等の実施（産後ケアの委託料）…6,957千円
②こんにちは赤ちゃん訪問や一時預かり保育の実施（会計年度任用職員報酬、手当等）…14,140千円
③ファミリーサポートセンター事業の実施（社会福祉協議会への委託料）…6,657千円

事業別行政サービス成果表
１．事業名等

事業名 子育て世代包括支援事業 決算書頁 178

視点・政策 03 生きがい・06 育つ
施策 32 明るく楽しい子育てを支援します

所管部・課 こども未来部 こども支援課 作成者 課長  井上 昌子

２．事業の目的

妊娠や出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を行う

３．コスト情報
事業コスト Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較 財源 Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較

52,182 8,029一般財源

国県支出金 43,735 35,810 7,925

1,800 1,800

特定財源（その他） 4,040 1,875 2,165減価償却費

60,211総 事 業 費 109,786 89,867 19,919

73,265 △ 6,528

職員人件費※ 43,049 16,602 26,447 地方債
内
 
訳

事業費 66,737

2 2
参考

職員数（人）

再任用職員数（人）

※R2年度の職員人件費には会計年度任用職員人件費が含まれています

①支援プランの作成：保健センターの保健師と共に、こども・若者ステーションの保健師等が、子育てに不安・負
担のある家庭に対し様々なサービスを組み合わせた支援プランを作成し、継続的な支援を実施した。
【支援プラン作成件数】新規では妊産婦89件(産後ケア利用者含む)、乳幼児115件、ほか乳幼児健診未受診者67件
【産後ケア延べ利用日数及び人数】

②ａこんにちは赤ちゃん訪問の実施：生後4か月までの赤ちゃんのいる家庭を全戸訪問した。
  【家庭訪問件数】
 
 ｂ一時預かり保育の実施：1歳以上の未就学児を対象に用事等で家庭での子育てが一時的にできない時の預かりを
実施した。【一時預かり保育件数】
 
③ファミリーサポートセンター事業の実施：「子育ての応援をしてほしい人」と「子育ての応援をしたい人」、そ
の両方の人が会員に登録し、地域の中で育児の相互援助活動を行う。業務委託のあり方については、近隣市の状況
把握を行った。

４．事業目的達成のための手段と成果
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（２）Ｒ２年度の取組と成果

（２）Ｒ２年度の取組と成果

５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・

・ ・

・ ・

・ ・

①指定管理業者による児童センターの運営（社会福祉協議会への指定管理料など）…16,641千円

①指定管理業者による児童センターの運営：妊娠期から産後の母親クラブ、乳幼児から児童を対象とした各種教室
やプログラムを実施。利用者数はコロナ禍で事業自粛や人数制限で減少したが相談件数は増加した。今後のあり方
ついては、関係機関との会議で老人福祉センターの方向性を検討する中で課題を確認した。

 

①プレイルームを開放し、子どもの遊びを見守りつつ相談や親同士の交流
 を図る。休日開所についてはコロナの影響もあり検討は進まなかった。
【戦略１】②明峰及び清和台中学校区に地域子育て支援拠点を整備した。

<細事業３> 久代児童センター運営事業 細事業事業費（千円） 16,641
（１）参画と協働の主な手法（実績） 団体等との共催・連携

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での
事業が制限されている中で、子育て支援が必要な家
庭をいかに掘り起こしていくか検討が必要である。

コロナ禍でも実施している事業を広く周知するとともに、実
施可能な事業や方法を検討し、引き続き、積極的にこども支
援をしていく。

よりスムーズな子育て支援のあり方について、関係
所管との連携も含めて考えていく必要がある。

関係機関との連携をより強化するなど、より充実した子ども
支援を提供できる体制や仕組みを検討する。

相談件数が増加しており、コロナ禍で不安が増すな
どの影響も考えられ、新たな支援の対応を検討して
いく必要がある。

新たに常設プレイルームが開設されたことで、プレイルーム
間の情報交換や連携を進めるとともに、市民に身近な子育て
支援拠点としての機能を充実をさせていく。

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

<細事業2> 地域子育て支援拠点運営事業 細事業事業費（千円）

主
な
取
組

明峰および清和台中学校区に地域子育て支援拠点を整備した
ことで、今後利用者の選択肢が増えることになる。

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
感染拡大防止のため、オンライン事業や動画配信等、新たな
ツールで事業を実施したことで、自宅にいながら子どもと事
業に参加できるなど利便性が向上した。
プレイルームや児童センターでの相談件数割合が増加してい
ることから、相談及び子育て支援の場とし認知され、利用が
促進されたと考える。

26,943
（１）参画と協働の主な手法（実績） 団体等への委託

主
な
取
組

①プレイルーム（乳幼児及びその保護者が交流し、子育てについての相談や情報提供などを行う地域子育て支援
拠点）の運営（会計年度任用職員への報酬など）…18,844千円
【戦略１】②明峰・清和台中学校区に地域子育て支援拠点を整備…8,099千円
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（単位:千円）

（２）Ｒ２年度の取組と成果

<細事業１> 家庭児童相談事業 細事業事業費（千円） 13,056
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

①家庭児童相談の実施（会計年度任用職員の報酬等）…12,334千円
②要保護児童対策協議会の調整（家庭児童相談システム委託料など）…580千円

事業別行政サービス成果表
１．事業名等

事業名 子ども家庭総合支援事業 決算書頁 180

視点・政策 03 生きがい・06 育つ
施策 32 明るく楽しい子育てを支援します

所管部・課 こども未来部 こども若者相談センター 作成者 所長 木山 道夫

２．事業の目的

地域から孤立しがちな家庭への手厚い支援を行い、児童虐待発生の防止を図る

３．コスト情報
事業コスト Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較 財源 Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較

18,504 10,982一般財源

国県支出金 7,922 △ 7,922

特定財源（その他）減価償却費

29,486総 事 業 費 29,486 26,426 3,060

18,125 △ 17,403

職員人件費※ 28,764 8,301 20,463 地方債
内
 
訳

事業費 722

2 1 1
参考

職員数（人）

再任用職員数（人）

※R2年度の職員人件費には会計年度任用職員人件費が含まれています

①家庭児童相談の実施：最も身近な相談窓口として、家庭における子どもの養育に関する相談対応を行う。
 関係機関と連携しながら、児童虐待の未然防止、早期発見、通報への適切な対応に取り組む。

【家庭児童相談室の相談実人数及び児童虐待相談の内訳】

②要保護児童対策協議会の調整：要保護児童の早期発見及び適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うと
 ともに、要保護児童及びその保護者の支援内容について協議する。

４．事業目的達成のための手段と成果

児童虐待相談の内訳 （単位:人）

H30年度 R1年度 R2年度　

身体的

性的

合　　　　計

心理的

ネグレクト

虐
待
種
別

115 72 108

26 18 31

139 205180

児童虐待のあった実世帯数 125世帯 100世帯 136世帯

61

5

39 49

0 0

家庭児童相談室の相談実人数 （単位:人）

H30年度 R1年度 R2年度

児童虐待相談

非行相談

障害相談

育成相談

18

23

48

180 139 205

合　　　　計 464 405 454

新規の相談受付件数（子どもの数）

177 201

10

10

28

養護相談
その他の相談 228

7

6

43
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５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・ ・

・ ・

児童虐待が早く発見され通告されるよう、関係機関と
連携しリスク判断や対応等の共有を徹底し、個々の
ケースに添った迅速な支援体制を整える。

令和3年11月より、教育支援センターの相談部門がキセラ川西
プラザに移転する予定である。相談に係る専門職員を集約
し、正確な情報を基に素早く問題に対応していく。

適切な支援実施のため、個々の相談員のスキルをより
向上させる必要がある。

担当者の経験だけに頼らない虐待のケースマネジメントの確
立を図るため、関係機関で共有するマニュアルや様式（記録
表、チェックリストなど）の整理を行っていく。

 【要保護児童対策協議会の構成員及び活動回数とその内容】

※新型コロナウイルス感染症対策のため、毎年実施していた街頭啓発はできなかったが、市民課窓口への啓発グッズ
の配置や、「児童虐待防止推進月間」に伴う啓発・掲示を市庁舎掲示板、川西能勢口駅周辺で実施した。

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
川西こども家庭センターと連携をとりながらケースに対応す
ることができた。

相談件数が増えているが、他の関係機関とも情報共有、意見
交換を図りながら一体的な支援を行った。

＜要保護児童対策協議会＞

構成員

国・県等の機関　１２

市の機関　8

活動回数

代表者会議 年１回 ２０機関の代表者が参加

実務者会議 年６回 進行管理４回、全体会議２回。  91名が参加

ケース検討会議 １８回 17家庭（子ども26人）を対象に実施

研修 １回 児童虐待防止講習会「児童虐待防止に向けた連携～リスクを見逃さないために～」　55名が参加

こども家庭センター、民生児童委員、社会福祉協議会、伊丹健康福祉事務所、警察、医師会、歯科医師会、保
護司会、人権擁護委員、子どもの人権オンブズパーソン　など

市民環境部、福祉部、健康増進部、こども未来部、教育推進部、市立中学校、市立特別支援学校・小学校、市
立幼稚園・保育所・認定こども園
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（単位:千円）

（２）Ｒ２年度の取組と成果

<細事業１> 児童手当支給事業 細事業事業費（千円） 2,176,840
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

中学生までの児童がいる家庭に児童手当を支給（扶助費）…2,163,070千円

事業別行政サービス成果表
１．事業名等

事業名 児童手当等支給事業 決算書頁 180

視点・政策 03 生きがい・06 育つ
施策 32 明るく楽しい子育てを支援します

所管部・課 こども未来部 こども支援課 作成者 課長 井上 昌子

２．事業の目的

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する

３．コスト情報
事業コスト Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較 財源 Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較

355,453 447一般財源

国県支出金 1,834,287 1,883,433 △ 49,146

特定財源（その他） 3,205 1,261 1,944減価償却費

355,900総 事 業 費 2,193,392 2,240,147 △ 46,755

2,231,846 △ 59,500

職員人件費※ 21,046 8,301 12,745 地方債
内
 
訳

事業費 2,172,346

2 1 1
参考

職員数（人）

再任用職員数（人）

※R2年度の職員人件費には会計年度任用職員人件費が含まれています

 
  受給資格者は、中学校修了までの児童を養育している父、母、養育者
 
  手当額 3歳未満：月額15,000円
        3歳～小学校修了まで：月額10,000円、ただし、第3子以降：月額15,000円
               中学生：月額10,000円
      ただし、受給資格者の所得が所得制限限度額以上の場合：月額5,000円

４．事業目的達成のための手段と成果

児童手当 （単位：人）

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

延支給児童数 227,574 222,571 216,094 210,443 205,363
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（２）Ｒ２年度の取組と成果

５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・ ・

・ ・

・ ・

児童手当支給事業においては、R4年度の制度改正や
標準化システム導入に向け、国からの情報を的確に
把握する必要がある。

児童手当支給事業については、標準化システム導入に向けた
予算確保、制度改正に伴う制度周知や情報収集に努める。

児童手当支給事務を適正に実施し、より市民の利便性
を高めていく方策を検討する。

児童手当支給事務については、電子申請やマイナンバーによ
る情報連携により、手続きの簡素化を進めることで、市民の
利便性の向上に努める。

今後も増えると予測される特別児童扶養手当受給者
に対応すべく、事務上の管理の仕方を検討する。

特別児童扶養システム導入も視野に入れ、今後の対象児童の
増加傾向等を勘案し、方向性を検討する。

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

<細事業2> 特別児童扶養手当支給事業 細事業事業費（千円）

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
児童手当の延支給児童数は、児童数減少により、前年度比で
約2.4％減少した。

特別児童扶養手当の受給資格者数は、前年度比では横ばいで
あったが、経年的にみると増加傾向にある。

122
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

20歳未満で身体または精神に政令に規定する障害のある児童を監護している父、母または養育者に特別児童扶養
手当を支給（事務費）…122千円（※手当支給は県が行い、市は窓口での申請受付や受給者への通知事務を行
う）

特別児童扶養手当 （単位：人）

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

受給資格者数 354 391 402 412 411

12月31日（事務費交付金基準日）現在

（単位：円）

手当額（月額） H28.4～ H29.4～ H30.4～ H31.4～ R2.4～

1級 51,500 51,450 51,700 52,200 52,500

2級 34,300 34,270 34,430 34,770 34,970
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（単位:千円）

（２）Ｒ２年度の取組と成果

<細事業１> 児童扶養手当支給事業 細事業事業費（千円） 428,068
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

①ひとり親家庭等へ児童扶養手当を支給（扶助費）…423,677千円

事業別行政サービス成果表
１．事業名等

事業名 ひとり親家庭支援事業 決算書頁 182

視点・政策 03 生きがい・06 育つ
施策 32 明るく楽しい子育てを支援します

所管部・課 こども未来部 こども支援課 作成者 課長 井上 昌子

２．事業の目的

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する

３．コスト情報
事業コスト Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較 財源 Ｒ２年度 Ｒ１年度 比較

395,779 △ 96,412一般財源

国県支出金 148,013 205,383 △ 57,370

特定財源（その他） 2,233 2,065 168減価償却費

299,367総 事 業 費 449,613 603,227 △ 153,614

594,926 △ 159,604

職員人件費※ 14,291 8,301 5,990 地方債
内
 
訳

事業費 435,322

1 1
参考

職員数（人）

再任用職員数（人）

※R2年度の職員人件費には会計年度任用職員人件費が含まれています

   受給資格者は、以下の児童を養育している父、母、養育者で、受給者の所得額に応じて手当の全部または
  一部を支給する。
    ①父または母と生計を共にできない児童 ②父または母に重度の障害がある児童
 
  ・平成22年度から、対象が父子家庭まで拡大された。
  ・平成30年8月からは、全部支給の所得制限限度額が30万円引き上げられた。
  ・平成30年度までは、支払月は年3回（4月、8月、12月）だったが、令和元年9月に児童扶養手当法が
   改正され、支払月が２か月ごとになったため、令和元年度は支払月が4月、8月、11月、1月、3月となり、
   令和元年度のみ15か月分支給した。
      ・令和2年度は、支払月は年6回（奇数月）で12か月分支給した。

４．事業目的達成のための手段と成果

児童扶養手当支給延人数 （単位：人）

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

全部支給 6,259 5,846 5,920 8,193 5,897

一部支給 5,751 5,970 5,274 5,360 3,972

合計 12,010 11,816 11,194 13,553 9,869
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（２）Ｒ２年度の取組と成果

５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・

・ ・

・ ・

・

①資格取得の支援
・自立支援教育訓練給付金（就職やスキルアップのための対象講座を受講した際の費用の最大60%を助成）

・高等職業訓練促進給付金（看護師等の資格取得のため1年以上養成機関で修業する場合に、３年を上限として、
 住民税非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額７万5百円の給付金を支給）

②自立支援プログラム（個別面談により個々のケースに応じたプログラムを策定し、継続的な就労支援を実施）

ひとり親家庭のニーズや家庭状況の把握に努め、生
活の安定と自立に向け施策の実施を検討するととも
に、施策の成果を検証する必要がある。

リーフレット等を活用しながら、自立支援教育訓練給付金や
高等職業訓練促進給付金等の支援制度を周知していく。

児童扶養手当やひとり親支援制度の周知の仕方につ
いて、検討する必要がある。

ハローワークなど関連機関や庁内の関連部署との連携を密に
しながら、ひとり親家庭へのきめ細やかな支援に取り組む。

無職・低所得の児童扶養手当受給者を中心に、現況届提出な
どの機会を通じて、自立支援プログラムの積極的な周知を図
るともに、自立に向けた支援施策の充実に努める。

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

<細事業2> 母子・父子自立支援事業 細事業事業費（千円）

高等職業訓練促進給付金は、修了支援給付金のみの対象者が
3名いたため支給額は前年度を下回ったが、ひとり親の就労
に向けた主体的なスキルアップの支援を実施できた。

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
児童扶養手当の支給月が2か月ごとに制度改正されたことに
伴い、手当収入の平準化につながった。

母子・父子自立支援事業において、自立支援教育訓練給付金
は昨年度より下回ったが、自立支援プログラム策定人数は増
加しひとり親の就労支援を実施することができた。

13,330
（１）参画と協働の主な手法（実績）

主
な
取
組

①ひとり親家庭の就職やキャリアアップに有利な資格の取得を支援（給付金の支給）…6,577千円
②個別プログラム策定によるひとり親家庭の就労支援を実施(プログラム策定員の報酬)…347千円

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

支給人数（人） 4 4 7 7 1

支給額（円） 355,196 216,024 322,810 301,399 36,867

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

支給人数（人） 15 12 12 7 7

支給延月数（月） 151 135 144 72 48

支給額（円） 14,916,500 13,607,000 14,146,000 8,622,000 6,540,000

※支給人数、支給額は修了支援給付金含む

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度

策定人数（人） 4 8 5 4 12
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